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の確保など，執務環境の整備を推進した。

２．評 価 結 果

(1) ペーパーレス化（電子化）対象５７事務について，全体の進ちょく状況

は表１のとおりであり 「全て電子化」及び「一部電子化」は８４％と目，

標を達成し，ペーパーレス化（電子化）が進んでいるといえる。

また，表２のとおり部門別では「全て電子化」及び「一部電子化」を合

わせ，最もペーパーレス化（電子化）が進んでいる部門は，協議・調整部

門の９６．７％であり，最も電子化が遅れている部門は，会計・経理・予

算部門の６４．８％である。

表１（全体）

全て電子化 一部電子化 未電子化

１２年度 ２３．２ ％ ３３．９ ４２．９ ％H %

１３年度 ２６．０ ％ ３５．６ ％ ３８．４ ％H

１４年度 ４２．１ ％ ４１．９ ％ １６．０ ％H

表２（部門別 【上段12年度，中段13年度，下段14年度】）

全て電子化 一部電子化 未電子化

総務・文書 ３８．２％ ２２．１％ ３９．７％

４７．５％ ２１．０％ ３１．５％

部 門 ５１．９％ ３２．８％ １５．３％

協議・調整 ２１．９％ ３４．４％ ４３．７％

１４．２％ ５４．２％ ３１．６％

部 門 ２６．８％ ６９．９％ ３．３％

秘書・人事 ２７．０％ ２５．６％ ４７．４％

２９．７％ ２２．３％ ４８．０％

・給与部門 ６３．０％ ２４．２％ １２．８％

会計・経理 １４．７％ ２０．６％ ６４．７％

１５．６％ ２４．９％ ５９．５％

・予算部門 ３０．５％ ３４．３％ ３５．２％

１１．９％ ５７．１％ ３１．０％

各部門共通 ２３．０％ ５５．４％ ２１．６％

３８．４％ ４８．３％ １３．３％

(2) 未電子化の主な理由は，①システム（ハードウェア）の未整備又は不具

合，機能不足によるものが３２．７％。② アプリケーション（ソフトウ

ェア）の未整備又は不具合，機能不足によるものが１７．６％。③ 職員
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いて職務経験年数，語学力，適性等を総合的に判断し人材を選任して，

同依頼に応じた （派遣期間：平成１４年９月２５日～平成１６年９月。

２４日）

イ フィリピン共和国司法省から，国際協力事業団を通じて同国の非行少

年訓練施設計画及び教育・訓練プログラムの改善（施設計画）を行う専

門家派遣依頼（１名）を受け，課内において職務経験年数，語学力，適

性等を総合的に判断し人材を選任して，同依頼に応じた（派遣期間：平

成１４年９月１７日～平成１５年３月１４日 。）

(2) 研修員の受入れ及び研修の実施

平成１４年度において，研修依頼はなかった。

(3) 派遣専門家の活動実施状況

ア タイ王国に派遣した専門家は，省庁再編に伴う組織の体制作りが進む

中，新たに麻薬常習者の社会復帰の法律が施行されたことに伴う矯正施

設への影響も踏まえ，タイ側のプロジェクトに参加して助言指導を行っ

ている。

イ フィリピン共和国に派遣した専門家は，現地の被収容少年が置かれた

環境及び施設整備の現状を把握した上で活動計画を策定し，それに沿っ

て活動を実施した。具体的には，非行少年教育及び職業訓練のためのパ

イロット施設を建設するプロジェクトを推進する一方で，少年施設整備

に関する政策提言を行った。

２．評 価 結 果

(1) 専門家の派遣

平成１４年度において，専門家派遣に対する達成度は１００％であり，

実績は良好である。

派遣された専門家は課内において対象となる技術系職員から，職務経験

年数，語学力，適性等を総合的に判断し，充分吟味した上で選任されたも

のである。

(2) 研修の実施

平成１４年度において，研修依頼はなかった。

研修依頼は毎年度行われているものではなく，本年度においては相手国

又は所管省庁の判断等により依頼されなかったものと思料される。

(3) 派遣専門家の活動実施状況

ア タイ王国への派遣専門家は，現在，派遣期間の約１／４を消化した所

であり，現在進行中の施策であるため，その評価は平成１５年度以降に実

施することとしたい。

イ フィリピン共和国への派遣専門家は，パイロットプロジェクトで建設

予定の非行少年教育・訓練施設の計画に際して助言を行うことで，被収

容少年が置かれた処遇環境改善に寄与すると同時に，施設整備担当職員

の施設計画能力の向上を促した。また，司法省の担当次官に対して政策

提言を行うことで，今後の少年施設整備状況の改善にも寄与した。

以上の点から，所期の目的を達したものと評価できる。

(4) 計画に際して派遣専門家の助言，指導が取り入れられた施設

上記については，現在評価できる段階ではないため平成１５年度以降の

評価としたい。

(5) 今後の方向性

今後共，派遣専門家との連携を強め支援体制を確立すると共に，将来の

派遣要請に対応できるよう各種研修等を通じて適切な人材の育成につとめ

る等，目標達成の実現に向け積極的に活動していきたい。
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２３０日 １１８人計

(3) ＪＩＣＡ第三国研修・専門家派遣

国際研修・セミナーへの参加希望者は非常に多い現状にあるが，施設等

の関係から各研修における各国からの参加者が原則１名に制限されるた

め，より多くの研修員の参加が可能となるよう関係地域内諸国に教官を派

遣し，各国の刑事司法制度改革，矯正における施設内社会内処遇改善及び

人材育成に寄与するため下記第三国研修・専門家派遣を実施した。

派 遣 国 派 遣 期 間 派 遣 人 員

コスタリカ １５日間 ２ 人

ケニア ３３日間 ２ 人

インドネシア ７日間 ６ 人

(4) 国際会議（セミナー）の開催

国連では，２０００年１１月に国連総会で採択された国際組織犯罪防止

条約及び同条約に付属している銃器の不法取引，不法移民，人の密輸に関

する各議定書への早期批准を各国に呼びかけているところ，国連アジア極

（ ） ，東犯罪防止研修所 アジ研 は国連国際犯罪防止センターとの共催により

アジア太平洋諸国合計２１か国から，関係政府機関の幹部を招き，本条約

批准のために必要な国内法の改正に関する問題点を議論するために，国際

組織犯罪防止条約批准支援セミナーを開催し国際協力に貢献した。

(5) 国外における国際会議等への参加

国連犯罪防止刑事司法委員会及び国連刑事司法関係機関長会議ほか世界

各国で開催された刑事司法等に関する各種国際会議において，犯罪対策や

刑事司法改革の現状等について発表すると同時に，国際社会の刑事司法情

勢調査の場とするため積極的に国際会議等に参加した。

(6) 研修・研究及び調査の成果

研修・研究及び調査の成果を取りまとめ，アジ研叢書等として発刊し、

アジ研における研修・研究成果を伝えることによりアジア・太平洋諸国を

中心とする開発途上国の刑事司法運営の向上等に協力するとともに，アジ

研の活動に更なる理解と協力を得る目的で，各国で活躍しているアジ研同

窓生及びアジア・太平洋諸国を中心とする世界各国の法務省関係機関，関

係省庁，大学等学術研究機関，国際機関等に配布した。

出 版 物 発 行 部 数発 行 回 数

アジ研叢書(研修講義内容を収録したもの） ２回 計４０００部
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査及び研究等を行った。

対 象 国 期 間（延べ日数） 延人員

ウズベキスタン ３３日 ３人

カンボジア ８日 １人

ベトナム １４日 ２人

インドネシア １２日 ２人

イ ＪＩＣＡ長期専門家として職員を派遣し，法制度及びその運用状況の

調査並びに支援に必要な研修やセミナー等の企画・立案に関与させると

ともに，同国の政府機関に対し，法整備のための助言等を行わせた。

対 象 国 期 間 人 員

ベトナム １年 １人

ラオス １年 １人

(2) 法整備支援計画の策定

有効・適切な法整備支援計画の策定のため，長期・短期の専門家の活動

を通じて現地の要望等を調査するとともに，現地政府と協議を重ねて次年

度ないし今後数か年の支援計画を策定した。

(3) 国際研修の実施

我が国の法制度の紹介，特定のテーマに対する各国研修員の発表，研修

員同士又は我が国の法律専門家とのディスカッション，司法関係機関の見

学等を通じ，民法・民事訴訟法等の基本法整備に必要な知識を与えるとと

もに，法の基本原理や，我が国及び支援対象国の法制度の仕組み，運用の

実情等について相互理解を深めることによって，支援対象国が行う法制度

の整備と人材育成に資することなどを目的とし，以下のとおり国際研修を

実施した。

対象国 研修テーマ 期間 参加人員

（ ）延べ日数

ベトナム 民事訴訟手続等 ９６日 ３８人

カンボジ 民法，民事訴訟法 ３３日 １６人

ア

ラオス 市場経済の基礎をなす民 ２２日 ２７人

商事法の役割と国際取引

等
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インドネ 日本・インドネシアの各 ２０日 １１人

シア 法制度及びその運用の比

較研究

ウズベキ 経済取引を促進する法制 ２６日 ６人

スタン 度

韓国 不動産登記制度等 １２日 ５人

その他 知的財産権に関する法制 ３３日 １３人

度の研究

計 ２４２日 １１６人

， ， ， ， ， ，注：上記一覧表中 その他欄は カンボジア 中国 カザフスタン ラオス

モンゴル，ミャンマー，タイの複数国を対象とする研修である。

(4) 国際会議（シンポジウム）等の開催

件 名 会議の概要等

アジア知的財産 アジア諸国の知的財産権法制に関する研究成果の

権法制シンポジ 中間発表の場として開催。フィリピン，マレーシ

ウム ア，シンガポール，スイス，イタリアからの専門

100家のほか 学者 弁護士 企業法務関係者等約， ， ，

名が参加。

法整備支援連絡 法整備支援に関する国内の各種機関相互の情報・

会 意見交換を行い，連携強化のため開催。外務省，

経済産業省，最高裁，国際協力事業団，日弁連，

大阪大学，名古屋大学等，４０機関，約１２０名

が参加。

(5) 調査・研究成果の公表

支援対象国の司法制度，法制度の運用状況等について調査・研究を行

い，その成果を取りまとめて発刊し，法務省関係機関，大学等学術研究

機関等へ配布した。

支援対象国ごとの調査・研究成果の内容は以下のとおり。

対 象 国 調査・研究テーマ ﾍﾟｰｼﾞ数

頁ベトナム ベトナムの法曹養成制度及び弁護士制度の 392
改革等

頁カンボジア カンボジア民事訴訟法（判決手続編）起草 235
支援の過程等
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頁ラオス ラオス法制度の概要等 121

頁インドネシア インドネシア司法制度と司法改革の状況等 139

頁ウズベキスタン ウズベキスタン共和国の司法制度等 54

頁モンゴル モンゴルの司法制度と司法改革の状況等 30

頁その他 不動産に対する所有権及び法人格形態の比 195
較研究等

頁計 1166

２ 評価結果

(1) 支援対象国の法制度の調査・研究

支援対象国の調査の結果，対象国の統治機構（立法，行政，司法 ，法）

体系，立法手続や法の運用に関する問題点，法律家の人材育成に関する情

報など，より現地のニーズに即した研修テーマの設定や，他の機関の支援

内容との重複を避けた効率的な支援計画の策定に資する情報が得られた。

具体的には，各国とも急速な社会・経済情勢の変化に立法や法改正がつ

いていけず，また，審査が十分になされないまま多数の新しい法令が作ら

れ，既存の法律等法令相互間の整合性がなく十分に機能しないこと，更に

は各国とも自ら質の高い法制度を整備してこれを運用することのできる法

律家が不足しているが，その原因は法学教育のための法律解説書や，裁判

官，検察官，弁護士等法曹実務家のための手引き，執務参考資料等が不足

していることや，これら法曹の養成について，日本のような統一的な法曹

養成制度が存在せず，各所管省庁が個別に法曹養成教育を行っており，そ

のカリキュラム等も十分なものでないことなどが判明したので，法の基本

原理や日本の法制度を紹介するのみならず，支援対象国の法制度を比較法

的に研究してその問題点の抽出と対応策を検討する研修や，法曹養成の基

盤整備のため法律解説書や法律家のための実務マニュアルの作成を含む支

援対象国内における法曹養成の指導者育成のための研修の実施など，より

現地のニーズに即した支援計画が策定できた。

(2) 法整備支援計画の策定

ウズベキスタン，インドネシア等，新たに支援を開始した国に対する次

年度の支援計画を策定するとともに，ベトナム，カンボジアに対する今後

３か年の支援計画について鋭意検討を行った。具体的計画案の決定は平成

１５年度に持ち越したものの，その骨子となる部分につき計画が策定でき

たので，おおむね当初の目標は達成されたものと認められる。

(3) 国際研修等の実施

次表アンケート結果のとおり，研修員からは高い評価を受けており，有

効適切な研修が実施できたものと評価できる。

なお，カンボジアに対しては，民法及び民事訴訟法起草支援を実施して

いるが，平成１５年３月，両草案について全条文が完成したことからも，

支援計画が順調に実施されているものと評価できる。






